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一
、
は
じ
め
に

井
伏
鱒
二
「
丹
下
氏
邸
」
（
『
改
造
』
第
十
三
巻
第
二
号
、
昭
和
六
〔
一
九
三

一
〕
年
二
月
「
創
作
欄
」

頁
～

頁
）
の
「
私
」
の
〈
語
り
〉
が
問
題
を
孕
ん

44

57

で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
藤
森
清
が
作
品
冒
頭
の
〈
折
檻
〉
の
場
面
を
解
読
し

（
１
）

て
見
せ
、
藤
森
の
分
析
か
ら
殆
ど
時
を
置
か
ず
に
、
新
城
郁
夫
が
昭
和
初
年
代
の

（
２
）

文
学
動
向
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
〈
語
り
手
〉
＝
「
私
」
の
認
識
と
語
り
口
の
変

移
を
作
品
全
体
に
亘
っ
て
精
緻
に
分
析
し
た
。
藤
森
・
新
城
の
見
解
は
踏
襲
す
る

べ
き
成
果
で
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
も
語
り
手
に
主
軸
を
据
え
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

（
３
）

気
に
な
る
の
は
、
丹
下
氏
＝
丹
下
亮
太
郎
の
人
物
造
型
で
あ
る
。
熊
谷
孝
は
、

「
生
ま
れ
な
が
ら
の
長
年
の
在
地
地
主
と
し
て
の
暮
ら
し
」
の
中
に
培
っ
て
き
た

（
４
）

地
主
意
識
・
階
級
意
識
が
丹
下
氏
を
規
定
し
、
そ
う
し
た
階
級
的
制
約
か
ら
逃
れ

得
な
い
た
め
に
、
「
自
分
が
い
い
こ
と
を
し
て
い
る
つ
も
り
」
で
「
男
衆
夫
婦
を

永
久
に
縛
り
あ
げ
た
儘
で
解
放
す
る
こ
と
を
し
な
い
」
と
辛
辣
に
論
断
し
、
伊
藤

（
５
）

眞
一
郎
も
、
丹
下
氏
の
男
衆
に
対
す
る
〈
折
檻
〉
に
「
性
格
的
な
意
地
悪
さ
」
が

発
揮
さ
れ
て
い
て
、
「
雇
い
主
の
特
権
の
上
に
胡
座
を
か
い
て
い
る
点
で
、
丹
下

氏
は
〈
苛
酷
〉
な
存
在
だ
」
と
手
厳
し
く
裁
断
す
る
。
そ
う
は
言
い
な
が
ら
、
熊

（
６
）

谷
は
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
つ
つ
「
亮
太
郎
の
人
柄
的

な
も
の
に
あ
る
憎
め
な
い
一
面
が
見
ら
れ
る
」
（
傍
点
マ
マ
）

と
言
い
、
伊
藤
は

、
、

（
７
）

「
男
衆
の
寄
る
べ
の
な
い
天
涯
孤
独
の
身
の
上
を
痛
切
に
哀
れ
み
、
自
分
の
無
力

に
憂
愁
を
抱
い
て
い
る
人
情
味
あ
る
一
老
人
な
の
で
あ
る
」
と
丹
下
氏
と
い
う
人

（
８
）

物
像
の
解
釈
に
幅
が
あ
り
得
る
こ
と
を
附
け
加
え
る
。

丹
下
氏
邸
の
主
・
丹
下
亮
太
郎
を
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
在
地
地
主

前
近

あ
る
じ

―

代
的
収
奪
者
」
と
す
る
の
は
、
丹
下
氏
を
「
苛
酷
な
雇
主
」
と
見
做
す
「
私
」
の

（
９
）

認
識
を
、
階
級
的
枠
組
に
お
い
て
再
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
理
解

は
、
作
品
冒
頭
〈
折
檻
〉
の
場
面
の
男
衆
の
反
応
と
そ
れ
を
語
る
「
私
」
の
言
説

に
、
過
剰
に
引
き
摺
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
藤
森
や
新
城

が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
「
丹
下
氏
邸
」
と
は
、
冒
頭
に
お
け
る
「
私
」
の
認
識

が
覆
さ
れ
る
過
程
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

プ
ロ
セ
ス

〈
語
り
手
〉
＝
「
私
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
回
路
の
内
部
で
結
ば
れ
た
作
品
冒
頭

の
丹
下
氏
像
は
覆
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
冒
頭
部
の
丹
下
氏
の
イ
メ
ー
ジ

は
甚
だ
強
く
、
そ
の
残
像
が
後
々
ま
で
揺
曳
し
た
結
果
、
あ
ら
た
め
て
結
び
直
さ

れ
る
べ
き
丹
下
氏
像
に
ま
で
影
響
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
作
中
、
丹
下
亮
太
郎
な
る
人
物
は
戯
画
的
に
変
形
さ
れ
て
い
る
が
、

明
治
末
年
か
ら
昭
和
初
頭
に
至
る
井
伏
郷
里
の
歴
史
的
状
況
か
ら
逸
脱
す
る
も
の

井
伏
鱒
二
「
丹
下
氏
邸
」
瞥
見

― 

老
い
た
方
言
話
者
は
誤
解
さ
れ
る 

―

前　

田　

貞　

昭
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で
は
な
く
、
そ
う
し
た
歴
史
的
・
現
実
的
基
盤
の
上
に
造
型
さ
れ
て
い
る
。
本
稿

で
は
〈
語
り
手
〉
＝
「
私
」
の
代
わ
り
に
、
明
治
半
ば
か
ら
昭
和
初
頭
に
至
る
現

実
的
条
件
の
側
か
ら
丹
下
氏
像
を
組
み
直
し
て
み
た
い
。
現
実
的
・
歴
史
的
背
景

か
ら
出
発
す
る
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
そ
こ
に
出
現
す
る
の
は
、
作
者
・
井
伏

が
作
中
の
丹
下
氏
像
を
作
り
上
げ
る
際
に
、
そ
の
原
型
と
し
た
丹
下
氏
で
あ
る
。

留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
作
中
に
は
、
そ
の
原
型
を
原
型
た
ら
し
め
た
現
実
的

・
歴
史
的
要
件
が
丹
下
氏
に
関
わ
る
情
報
と
し
て
地
紋
の
よ
う
に
織
り
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
図
と
地
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
〈
丹
下

氏
邸
〉
の
総
体
を
了
解
し
、
作
品
を
語
り
終
え
よ
う
と
し
た
「
私
」
に
見
え
て
き

た
丹
下
氏

「
私
」
の
変
形
作
用
（
＝
認
識
作
用
）
以
前
の
丹
下
氏
が
出
現
す

―

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

井
伏
が
描
く
祖
父
・
民
左
衛
門
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
老
い
た
方
言
話
者

は
、
そ
の
土
地
の
生
活
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
た
ま
ま
生
涯
を
過
ご
し
た
、
素
朴
で
頑

迷
固
陋
な
老
人
、
精
々
の
と
こ
ろ
古
風
で
狭
隘
な
見
識
の
中
に
留
ま
る
田
舎
者
と

見
做
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
冒
頭
近
く
で
「
私
」
が
与
え
た
「
苛
酷
な
雇
主
」
と
い

（1
0

）

う
規
定
、
そ
し
て
、
後
続
の
場
面
で
も
散
見
さ
れ
る
、
戯
画
め
い
た
筆
遣
い
が
作

り
出
す
丹
下
氏
は
、
頑
迷
な
ま
ま
に
年
老
い
て
し
ま
っ
た
方
言
話
者
像
の
中
に
収

ま
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
品
「
丹
下
氏
邸
」
の
中
に
存
在
す
る
丹
下
氏
は
、
そ

う
し
た
安
直
な
既
成
の
枠
内
に
収
ま
り
き
ら
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
「
私
」

の
語
り
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
、
田
舎
人
士
の
振
る
舞
い
と
し
て
戯
画
化
す
る

過
程
で
朧
化
し
、
あ
る
い
は
焦
点
か
ら
外
し
て
後
景
に
押
し
や
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
一
応
は
書
き
と
め
て
は
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
集
め
れ
ば
「
私
」
の
丹
下

氏
像
を
構
築
し
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
仕
組
の
よ
う
だ
。

そ
れ
で
は
、
丹
下
氏
の
ど
の
よ
う
な
要
素
が
、
「
私
」
の
語
り
の
表
層
か
ら
退

け
ら
れ
て
い
る
の
か
。

第
一
に
、
丹
下
氏
の
教
養
的
基
盤
・
文
化
的
資
産
で
あ
る
。
丹
下
氏
は
決
し
て

無
学
な
老
人
で
は
な
い
。
丹
下
氏
は
「
恩
師
坂
谷
朗
蘆
先
生
」
と
師
の
名
前
を
口

、

、

に
す
る
。
「
恩
師
」
と
言
う
以
上
、
丹
下
亮
太
郎
は
備
中
井
原
の
郷
学
・
興
譲
館

の
塾
生
と
し
て
教
育
を
受
け
、
漢
学
系
の
教
養
を
培
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

（1
1

）

ま
た
、
坂
谷
朗
蘆
が
賞
讃
し
た
と
い
う
丹
下
家
所
蔵
の
書
画
骨
董
は
丹
下
家
の
家

、

、

格
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
朗
蘆
の
賞
讃
は
そ
の
文
化
的
資
産
・
威
信
財
と
し
て
の

、

価
値
を
高
め
る
と
同
時
に
、
所
有
者
の
風
流
人
と
し
て
の
見
識
と
鑑
識
眼
と
を
保

証
す
る
。
だ
が
、
「
私
」
は
、
そ
れ
を
些
か
戯
画
化
し
て
語
る
。
阪
谷
朗
廬
や
興

譲
館
は
地
元
で
著
名
で
あ
っ
て
も
、
漢
学
的
教
養
が
時
代
遅
れ
と
な
り
、
東
京
を

中
心
と
す
る
文
化
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
成
立
し
た
今
で
は
、
地
方
名
士
の
時
代
遅

れ
な
自
慢
話
の
よ
う
に
描
く
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
丹
下
氏
の
実
務
能
力
で
あ
る
。
丹
下
氏
は
若
い
頃
か
ら
役
場
に
勤
め
、

今
は
収
入
役
の
職
に
あ
る
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、

丹
下
氏
が
、
名
誉
職
と
さ
れ
た
村
長
で
は
な
く
、
報
酬
が
支
払
わ
れ
実
務
能
力
が

要
求
さ
れ
る
収
入
役
に
就
い
て
い
る
こ
と
だ
。
当
時
の
村
長
は
無
給
の
名
誉
職
で

あ
っ
て
、
実
際
に
役
場
を
運
営
し
た
の
は
収
入
役
で
あ
っ
た
。
「
収
入
役
」
と
し

た
点
は
、
丹
下
氏
造
型
に
お
い
て
実
際
的
判
断
力
を
附
与
す
る
要
素
と
し
て
見
落

と
せ
な
い
の
で
あ
る
。
男
衆
が
丹
下
氏
を
見
送
っ
た
後
、
「
私
」
と
の
会
話
部
分

（1
2

）

で
、
印
刷
用
自
筆
原
稿
で
は
男
衆
が
「
ご
隠
居
さ
ん
」
（
９
枚
目
、

枚
目
）
と

10

呼
ん
で
い
た
の
を
、
『
改
造
』
掲
載
時
に
「
村
長
さ
ん
」
（
創
作
欄

頁
上
段
６
行

48

目
、

行
目
）
と
改
め
て
い
る
。
家
督
相
続
人
ら
し
き
人
物
が
作
中
に
存
在
し
な

16

い
以
上
、
「
ご
隠
居
さ
ん
」
な
る
呼
称
は
適
切
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
（
設
定

が
類
似
す
る
「
谷
間
」
（
『
文
芸
都
市
』
昭
和
四
年
一
月
～
四
月
）
を
引
き
込
め
ば
、

− 14 −− 15 −
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（
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）

（
11
）

（
12
）



家
督
相
続
す
る
べ
き
長
子
の
不
在
／
死
を
暗
示
す
る
の
だ
が
、
「
丹
下
氏
邸
」
に

は
関
係
す
る
記
述
は
な
い
。
）
男
衆
に
「
村
長
さ
ん
」
と
呼
ば
せ
て
い
て
も
、
『
改

造
』
本
文
で
「
収
入
役
」
な
る
職
を
与
え
た
の
は
、
丹
下
氏
が
世
事
か
ら
身
を
引

い
て
閑
居
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
に
村
役
場
に
勤
め
て
い
て
、
そ
の
実
務

処
理
能
力
が
衰
え
て
は
い
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
か
ら
、
「
収
入
役
」
な
る
正
式
の
職
名
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
丹
下
氏
邸
」

作
中
で
丹
下
氏
が
実
務
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
は
な
く
、
そ
う
し
た
丹
下
氏
の
能

力
は
背
景
に
押
し
や
ら
れ
る
（
迷
児
と
し
て
現
わ
れ
た
男
衆
の
こ
と
で
「
諸
方
の

役
場
へ
通
知
を
三
十
通
も
出
」
し
て
問
い
合
わ
せ
た
の
は
、
役
場
吏
員
と
し
て
丹

下
氏
が
関
わ
っ
た
業
務
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
「
四
十
何
年
も
前
」
の
こ
と

で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
丹
下
氏
の
現
在
を
正
確
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
す
筈
の
肩

書
き
は
、
門
札
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
己
の
権
威
を
誇
示
し
て
憚
ら
な
い
丹

下
氏
の
人
物
像
を
示
す
機
能
が
取
り
立
て
ら
れ
る
。

第
三
に
、
名
望
家
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
、
丹
下
家
の
当
主
・
丹
下
亮

太
郎
と
い
う
一
面
で
あ
る
。
僻
遠
の
地
に
あ
っ
た
と
い
う
地
理
的
条
件
の
た
め
か
、

村
外
へ
投
資
す
る
に
は
規
模
が
小
さ
す
ぎ
た
の
か
、
先
見
の
明
や
進
取
の
気
性
を

欠
い
た
結
果
で
あ
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
丹
下
家
の
資
産
は
村
外
の
銀
行
・
鉄
道

な
ど
近
代
的
企
業
に
投
資
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
「
何
人
も
の
家
人

が
ゐ
て
盛
大
で
あ
つ
た
」
と
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
今
で
は
、
男

衆
一
人
で
事
が
済
む
程
度
ま
で
経
営
規
模
は
縮
小
し
、
邸
宅
の
結
構
は
過
去
の
名

残
り
と
化
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
四
十
余
年
前
に
は
身
許
の
知
れ
な
い
迷
児
の

養
育
を
引
き
受
け
、
今
で
も
「
東
京
か
ら
焼
物
を
掘
り
に
来
た
好
事
家
」
を
二
週

間
は
逗
留
さ
せ
て
い
る
。
丹
下
家
＝
丹
下
氏
亮
太
郎
は
集
落
内
で
名
望
家
と
し
て

の
機
能
を
果
た
し
て
来
た
し
、
今
も
そ
う
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
僅
か
な
作
中
の
情
報
か
ら
も
、
頑
迷
固
陋
で
自
慢
好
き
な
田
舎
人
士

と
は
、
些
か
異
な
る
丹
下
氏
が
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
次
節
以
降
で
考
察

す
る
よ
う
に
、
作
中
の
各
場
面
に
お
い
て
も
、
単
純
に
現
在
の
境
遇
や
自
己
理
解

に
安
住
し
、
頑
迷
な
ま
ま
に
時
々
の
状
況
に
軽
率
な
反
応
し
か
で
き
な
い
丹
下
氏

で
は
な
く
、
対
話
の
場
面
で
は
発
話
相
手
の
言
葉
の
裏
を
読
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場

面
に
応
じ
て
気
遣
い
す
る
丹
下
氏
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
自
作
自
演
劇

〈
折
檻
〉
の
場

―

作
品
冒
頭
に
語
ら
れ
る
〈
折
檻
〉
が
、
オ
タ
ツ
を
呼
び
寄
せ
る
べ
く
丹
下
氏
が

仕
組
ん
だ
、
自
作
自
演
の
茶
番
劇
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
葉
を
重
ね
る
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
そ
の
場
面
か
ら
男
衆
の
反
応
を
語
る
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う

（
引
用
は
初
出
『
改
造
』
に
拠
る
。
原
文
は
総
ル
ビ
だ
が
引
用
に
際
し
て
は
省
い

た
。
傍
点
は
前
田
が
附
し
た
。
以
下
同
様
）
。

男
衆
は
丹
下
氏
に
手
伝
つ
て
も
ら
つ
て
、
肌
ぬ
ぎ
に
な
つ
た
。
彼
の
胸
部
は

甚
だ
厚
み
が
あ
つ
て
頑
丈
に
出
来
て
ゐ
た
が
、
肋
骨
の
起
動
す
る
具
合
に
よ

る
と
、
彼
の
呼
吸
は
極
端
に
、
せ
つ
ぱ
つ
ま
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

彼
は
刑
罸
の
成
行
き
が
不
安
で
あ
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
若
し
彼
に
反
抗
す

る
意
志
や
逃
げ
出
さ
う
と
す
る
魂
胆
が
あ
つ
た
な
ら
ば
、
彼
の
肋
骨
は
、
も

つ
と
大
が
ゝ
り
に
起
動
し
つ
ゞ
け
た
で
あ
ら
う
。
罪
人
の
肋
骨
と
い
ふ
も
の

は
、
適
確
に
彼
の
希
望
を
表
現
し
な
が
ら
波
う
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
私
」
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
た
男
衆
の
胸
や
肋
骨
の
微
細
な
動
き
と
い
っ
た
肉
体

的
反
応
は
、
男
衆
の
切
迫
し
た
心
理
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
、
強
い

印
象
を
残
す
。
男
衆
は
、
丹
下
氏
の
用
意
し
た
仕
掛
け
な
ど
と
は
思
い
も
よ
ら
ず
、
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〈
折
檻
〉
を
掛
け
値
の
な
い
も
の
と
し
て
受
け
と
め
、
真
実
、
困
惑
し
狼
狽
し
て

い
る
。
丹
下
氏
の
怒
り
＝
〈
折
檻
〉
が
男
衆
に
「
真
剣
」
な
も
の
に
映
っ
た
と
い

う
点
に
お
い
て
、
丹
下
氏
の
演
技
は
成
功
し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

丹
下
氏
の
誤
算
は
、
こ
の
茶
番
劇
の
唯
一
の
観
客
で
、
〈
丹
下
氏
邸
〉
の
事
情

に
疎
い
「
私
」
が
、
「
最
も
厳
粛
な
口
調
で
」
「
厳
か
に
行
は
れ
」
た
「
刑
罸
」
だ

と
、
茶
番
劇
の
表
層
で
理
解
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
罪
状
の
一
々
が
馬

鹿
馬
鹿
し
い
瑣
末
事
の
列
挙
に
過
ぎ
な
か
っ
た
り
、
〈
折
檻
〉
の
実
際
が
男
衆
に

休
息
の
姿
勢
を
取
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
れ
が
丹
下
氏
の
〈
演

技
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
な
の
だ
が
、
二
週
間
ば
か
り
の
滞
在
中
に

初
め
て
目
に
し
た
丹
下
氏
の
「
怒
り
」
へ
の
驚
き
と
、
男
衆
の
困
惑
を
極
め
た
反

応
と
に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
、
〈
演
技
〉
と
は
露
思
わ
ず
、
深
刻
な
〈
折
檻
〉
と
受

け
と
め
た
の
で
あ
る
。

「
丹
下
氏
邸
」
の
「
辺
鄙
な
田
舎
」
と
い
う
設
定
は
、
単
に
中
央
か
ら
の
空
間

的
隔
た
り
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
前
近
代
的
慣
習
（
過
去
）
の
残
存
を
許

容
す
る
時
間
的
に
も
隔
た
っ
た
場
と
し
て
の
性
格
も
附
与
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
と
、

「
私
」
の
目
撃
談
で
あ
る
と
い
う
体
裁
（
真
実
性
の
保
証
）
、
そ
し
て
、
男
衆
の

困
惑
、
「
私
」
の
驚
嘆
ぶ
り

こ
れ
ら
が
重
複
し
て
、
と
り
あ
え
ず
は
、
こ
の

―

茶
番
劇
は
草
深
い
一
地
方
の
実
際
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
じ
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
、
作
品
内
世
界
の
出
来
事
や
人
間
関
係
に
直
接
的
な
関
与
を
し
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
は
傍
観
者
・
報
告
者
と
い
う
位
置
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
極

（1
3

）

め
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
藤
森
清
な
ど
の
先

行
研
究
が
「
私
」
の
語
り
の
次
元
で
究
明
し
た
と
こ
ろ
だ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
事

実
認
定
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
〈
語
り
手
〉
＝
「
私
」
の
言
葉
は
疑
わ
し
い
。
〈
折

檻
〉
の
場
面
の
目
撃
談
に
お
い
て
は
、
丹
下
氏
は
「
風
呂
場
の
か
げ
」
に
隠
れ
た

「
私
」
の
存
在
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
信
じ
が
た
い
。

男
衆
に
昼
寝
の
格
好
を
命
じ
た
ま
ま
急
い
で
出
勤
し
た
丹
下
氏
は
、
屋
敷
の
方

を
気
に
掛
け
る
素
振
り
を
見
せ
る
。
そ
の
様
子
を
見
て
い
た
「
私
」
は
、

向
ふ
の
往
還
で
は
、
丹
下
氏
が
し
ば
し
ば
こ
ち
ら
を
ふ
り
向
い
た
が
、
さ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
ふ
事
情
に
気
の
つ
く
筈
は
な
か
つ
た
と
信
じ
て
い
ゝ
。

と
断
言
す
る
。
「
さ
う
い
ふ
事
情
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
右
の
引
用
直
前
で

「
〔
男
衆
は
〕
塀
の
と
こ
ろ
に
や
つ
て
来
た
が
、
若
し
も
向
ふ
の
往
還
を
歩
い
て

ゐ
る
彼
の
雇
主
が
、
こ
ち
ら
を
ふ
り
向
い
て
見
て
も
、
私
ひ
と
り
だ
け
が
塀
に
の

ぞ
い
て
ゐ
る
や
う
に
見
せ
る
た
め
、
彼
は
私
の
か
げ
に
身
を
忍
ば
せ
た
」
と
説
明

す
る
の
だ
が
、
「
私
」
が
塀
の
と
こ
ろ
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
私
」
が
庭
で

昼
寝
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
男
衆
を
見
つ
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
筈
だ
。
丹
下
氏
が

「
し
ば
し
ば
こ
ち
ら
を
ふ
り
向
い
た
」
の
は
、
屋
敷
に
残
し
た
男
衆
と
「
私
」
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

様
子
を
気
に
掛
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
丹
下
氏
が
懐
中
時
計
を
取
り
出
し

た
の
を
見
て
「
出
勤
に
遅
刻
し
さ
う
で
あ
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
「
私
」
は
推

察
し
て
い
る
が
、
〈
折
檻
〉
を
切
り
上
げ
る
潮
時
を
示
す
自
作
自
演
劇
中
の
所
作

・
演
技
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
「
勤
勉
な
吏
員
」
で
あ
る
丹
下
氏
が
本
当
に
遅
刻

し
そ
う
な
の
で
あ
れ
ば
、
出
勤
途
中
で
出
会
っ
た
〈
洋
の
字
〉
と
松
山
売
買
の
交

渉
の
た
め
と
は
い
え
「
な
が
つ
た
ら
し
く
立
話
し
を
や
り
は
じ
め
」
る
余
裕
は
あ

る
ま
い
。
丹
下
氏
は
、
そ
の
後
の
男
衆
の
こ
と
を
気
に
掛
け
て
い
た
た
め
に
、
分

け
て
も
、
こ
の
日
は
、
昼
寝
の
格
好
を
強
い
ら
れ
た
男
衆
が
「
私
」
の
目
に
と
ま

る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
た
め
に

丹
下
氏
が
仕
立
て
た
茶
番
劇
の
「
〈
折

―

檻
〉
の
場
」
を
「
私
」
が
ど
の
よ
う
に
見
た
か
、
丹
下
氏
の
意
図
を
「
私
」
が
ど

の
よ
う
に
汲
み
取
っ
た
か
を
確
認
す
る
目
的
も
あ
っ
て
、
自
宅
の
方
を
重
ね
て
振

り
向
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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翌
々
日
の
こ
と
に
な
る
が
、
「
私
」
が
「
あ
の
手
紙
に
は
苛
酷
な
刑
罸
の
こ
と

、
、
、
、
、

が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
」
と
遠
慮
の
な
い
言
葉
を
浴
び
せ
て
も
、
丹
下
氏
に
た
じ

ろ
い
だ
り
、
驚
い
た
り
す
る
様
子
は
見
え
な
い
。
そ
れ
は
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す

る
。
一
つ
は
、
丹
下
氏
が
「
私
」
が
〈
折
檻
〉
を
目
撃
し
て
い
た
こ
と
を
既
に
了

解
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
私
」
が
〈
演
技
〉
と
は
思
い
も
よ

ら
ず
に
丹
下
氏
の
行
為
を
〈
折
檻
〉
と
し
か
捉
え
て
い
な
い
こ
と
を
丹
下
氏
が
理

解
し
た
こ
と
で
あ
る
。
丹
下
氏
の
台
本
や
演
出
・
演
技
に
不
手
際
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
問
題
は
「
私
」
に
あ
っ
た
。
〈
丹
下
氏
邸
〉
の
事
情
に
疎
い
訪
問
者

で
あ
る
「
私
」
に
は
、
丹
下
氏
の
怒
り
と
叱
責
と
い
う
表
層
し
か
見
え
な
か
っ
た

ら
し
い
の
だ
、

純
朴
で
疑
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
丹
下
氏
の
言
葉
を
文
字
通
り

―

に
し
か
受
け
取
れ
な
か
っ
た
男
衆
と
同
様
に
。
丹
下
氏
は
、
「
私
」
の
誤
解
を
解

い
て
や
ろ
う
と
す
る
。

三
、
自
己
を
語
る
丹
下
氏
、
丹
下
家
の
現
実

丹
下
氏
に
、
オ
タ
ツ
か
ら
来
た
手
紙
の
文
面
を
質
さ
れ
た
と
き
、
「
私
」
は
次

の
よ
う
に
反
応
す
る
。

私
は
気
が
つ
い
た
。
雇
人
の
特
色
あ
る
折
檻
の
さ
れ
か
た
を
の
ぞ
き
見
し

た
と
き
、
す
で
に
丹
下
氏
に
対
し
て
反
感
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
定

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

め
て
ゐ
た
こ
と
に
私
は
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
反
つ
ぽ
を
向

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
て
答
へ
た
。

「
あ
の
手
紙
に
は
苛
酷
な
刑
罸
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
」

、
、
、
、
、

こ
こ
で
明
白
な
の
は
、
「
私
」
が
普
段
の
丹
下
氏
の
人
柄
・
行
為
に
対
し
て
「
反

感
」
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
〈
折
檻
〉
を
目
撃

し
た
時
の
決
意
を
す
っ
か
り
失
念
す
る
ほ
ど
に
、
〈
折
檻
〉
の
後
も
丹
下
氏
が
普

段
通
り
で
あ
っ
た
こ
と
も
意
味
す
る
。
そ
れ
が
言
外
に
あ
っ
て
、
初
め
て
、
傍
点

を
附
し
た
屈
折
に
満
ち
た
表
現
が
生
ま
れ
る
。

さ
て
、
自
作
自
演
劇
が
功
を
奏
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
べ
く
、
丹
下
氏
は
オ
タ

ツ
か
ら
男
衆
に
宛
て
た
手
紙
の
内
容
を
「
私
」
に
尋
ね
る
。
先
の
引
用
の
前
段
で

あ
る
。

丹
下
氏
が
離
れ
に
や
つ
て
来
た
。
そ
し
て
ロ
ク
サ
の
森
の
或
る
一
箇
所
を

眺
め
、
注
意
ぶ
か
く
鋸
の
音
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
後
で
、
彼
は
い
か
に
も
内

密
ら
し
い
口
調
で
私
に
た
づ
ね
た
。

「
う
ち
の
エ
イ
に
来
ま
し
た
る
手
紙
は
、
ど
の
や
う
な
文
面
で
あ
り
ま
し

た
ら
う
？
」

「
ロ
ク
サ
の
森
」
か
ら
聞
こ
え
て
来
る
鋸
の
音
は
、
男
衆
の
所
在
を
示
す
ば
か
り

で
な
く
、
男
衆
の
働
き
ぶ
り
や
機
嫌
の
指
標
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
丹

下
氏
は
オ
タ
ツ
か
ら
の
手
紙
に
対
す
る
男
衆
の
反
応
を
気
に
掛
け
、
そ
の
様
子
を

遠
く
か
ら
窺
お
う
と
す
る
。
丹
下
氏
は
、
彼
が
企
図
し
た
オ
タ
ツ
の
来
訪
を
確
認

し
、
男
衆
の
心
の
在
り
方
に
ま
で
も
気
を
配
る
の
で
あ
る
。
手
紙
の
内
容
を
質
す

丹
下
氏
に
対
し
て
、
「
私
」
は
「
反
つ
ぽ
を
向
い
て
」
、
「
あ
の
手
紙
に
は
苛
酷
な

、
、
、

刑
罸
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
」
と
丹
下
氏
を
咎
め
立
て
る
大
仰
で
嫌
味
な

、
、

言
葉
遣
い
を
も
っ
て
応
じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
丹
下
氏
は
次
の
よ
う
に

言
う
。

「
い
や
は
や
、
そ
れ
な
ら
ば
オ
タ
ツ
ら
が
、
ま
た
も
や
う
ち
の
エ
イ
に
意

、
、
、
、

見
を
し
に
来
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
必
ず
や
、
さ
う
で
せ
う
が
な
？
」

こ
こ
で
丹
下
氏
は
、
「
苛
酷
な
刑
罸
」
と
い
う
「
私
」
の
辛
辣
な
台
詞
を
「
い
や

は
や
」
と
遣
り
過
ご
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
私
」
の
表
現
に
従
え
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ば
「
丹
下
氏
は
私
が
何
の
質
問
も
し
な
か
つ
た
の
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
男
衆
の
来

歴
に
つ
い
て
制
止
し
難
く
し
や
べ
り
は
じ
め
」
る
。
「
私
」
は
、
そ
の
饒
舌
を
説

明
す
る
の
に
「
多
く
の
場
合
、
突
発
的
に
き
ま
り
の
悪
い
事
情
に
出
会
し
た
も
の

は
、
き
ま
り
悪
さ
を
打
ち
消
さ
う
と
し
て
、
ほ
ん
の
暫
く
の
間
で
も
饒
舌
家
の
性

質
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
」
と
普
遍
的
（
？
）
心
理
を
持
ち
出
す
。

果
た
し
て
「
私
」
の
理
解
は
的
を
射
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
オ
タ
ツ
か
ら
の
手
紙
を
丹
下
氏
が
読
ん
で
や
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、

「
私
」
が
読
む
こ
と
に
な
る
。
丹
下
氏
邸
に
は
丹
下
氏
と
「
私
」
し
か
暮
ら
し
て

い
な
い
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
丹
下
氏
が
読
ん
で
や
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

「
私
」
が
読
む
し
か
な
い
。
こ
の
手
紙
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
私
」
は
、
〈
折

檻
〉
の
事
実
が
バ
ン
ゾ
ウ
人
（
周
旋
業
者
・
洋
の
字
）
を
介
し
て
オ
タ
ツ
に
伝
わ

っ
た
次
第
を
知
り
、
丹
下
氏
が
バ
ン
ゾ
ウ
人
に
自
作
自
演
劇
の
一
役
を
買
わ
せ
て

い
た
こ
と
も
理
解
し
た
筈
だ
。
丹
下
氏
自
身
が
手
紙
を
読
ん
で
や
っ
て
い
れ
ば
、

後
で
「
私
」
に
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
と
い
う
余
計
な
手
間
は
要
し
な
い
。
そ
う

い
う
手
間
を
か
け
た
の
は
、
「
私
」
に
事
の
次
第

〈
折
檻
〉
の
企
み
を

―

「
私
」
に
教
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

「
私
」
が
語
り
出
し
て
き
た
の
は
、
雇
人
の
「
失
策
」
や
「
生
意
気
」
を
許
さ

ず
怒
り
に
任
せ
て
「
苛
酷
な
刑
罸
」
を
与
え
、
急
い
で
い
る
筈
な
の
に
「
バ
ン
ゾ

ウ
人
」
と
松
山
売
買
の
交
渉
を
始
め
る
と
い
っ
た
、
目
先
の
出
来
事
に
単
純
に
反

応
す
る
、
些
か
短
慮
な
丹
下
氏
像
で
あ
る
。
し
か
し
、
丹
下
氏
の
言
動
を
検
め
て

み
れ
ば
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
思
慮
に
富
ん
だ
、
老
朽
ぶ
り
で
あ
る
。

オ
タ
ツ
の
来
訪
が
丹
下
氏
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
オ
タ
ツ
か

ら
の
手
紙
を
「
私
」
に
見
せ
る
べ
く
丹
下
氏
が
企
図
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

丹
下
氏
が
男
衆
の
来
歴
に
つ
い
て
語
っ
た
場
面
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
「
苛
酷
な

刑
罸
」
と
い
う
「
私
」
の
辛
辣
な
台
詞
を
「
い
や
は
や
」
と
遣
り
過
ご
し
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
後
、
丹
下
氏
は
男
衆
の
来
歴
を
振
り
返
り
、
「
う
ち

の
エ
イ
が
病
気
を
す
る
か
失
策
を
す
る
か
で
も
し
な
け
れ
ば
、
ど
や
の
う
に
も
、

マ
マ

オ
タ
ツ
ら
は
訪
ね
て
来
る
因
縁
が
見
つ
か
ら
な
ん
だ
の
で
あ
り
ま
し
た
」
と
、
オ

タ
ツ
来
訪
の
経
緯

〈
折
檻
〉
の
事
情
を
明
か
す
。

―

さ
ら
に
、
「
私
」
が
「
ど
う
し
て
男
衆
夫
婦
に
世
帯
を
持
た
し
て
や
ら
な
か
つ

た
の
か
と
丹
下
氏
に
非
難
の
質
問
を
し
た
」
と
き
、
「
丹
下
氏
は
寧
ろ
得
意
で
答

へ
た
」
と
あ
っ
て
、
英
亮
・
オ
タ
ツ
夫
婦
の
現
在
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
丹
下
氏

は
「
二
人
だ
け
夫
婦
の
好
き
勝
手
で
あ
り
ま
す
が
な
」
と
二
人
の
意
思
で
あ
っ
た

と
説
明
し
、
「
人
間
の
潔
斎
し
と
る
性
根
が
、
ほ
か
の
他
人
に
わ
か
る
も
の
で
は

な
い
で
が
す
」
と
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
。

問
題
は
、
そ
の
「
得
意
で
答
へ
た
」
発
話
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
丹
下
氏
は
、

沈
思
の
末
に
、
自
分
が
男
衆
に
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
為
し
得
た
か
と
い
う
嘆
き
を

「
私
」
に
語
る
の
で
あ
っ
た
。
「
私
」
の
非
難
・
詰
問
に
対
す
る
丹
下
氏
の
対
応

は
一
拍
遅
れ
は
す
る
。
し
か
し
、
「
私
」
の
難
詰
め
い
た
言
葉
に
対
し
て
、
丹
下

氏
は
、
そ
こ
に
至
っ
た
事
情
を
丹
下
氏
自
身
の
言
葉
で
明
か
す
の
で
あ
る
。
「
姫

谷
村
四
川
村
芋
原
村
三
箇
村
聯
合
組
合
村
役
場
収
入
役
」
を
勤
め
る
丹
下
亮
太
郎

は
、
「
私
」
が
下
す
評
価
ほ
ど
に
は
鈍
感
で
も
単
純
で
も
な
い
。
「
谷
間
の
三
人
の

住
人
〔
丹
下
氏
・
男
衆
・
オ
タ
ツ
〕
は
、
い
ず
れ
も
質
朴
で
純
情
な
心
の
持
ち
主

で
あ
る
」
と
い
っ
た
一
括
規
定
は
、
丹
下
氏
と
残
る
二
人
の
住
人
と
の
差
異
を
見

（1
4

）

え
が
た
く
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

丹
下
氏
の
述
懐
に
拠
れ
ば
、
英
亮
が
丹
下
氏
邸
に
迷
児
と
し
て
現
わ
れ
た
の
は
、

明
治
二
十
年
代
初
頭
で
あ
ろ
う
か
。
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当
時
の
救
民
制
度
は
近
世
的
な
「
共
同
体
の
責
任
に
お
い
て
子
を
養
育
し
て
い

く
と
い
う
価
値
観
」
を
継
承
・
再
編
し
た
も
の
で
あ
り
、
丹
下
家
が
突
然
現
わ
れ

（1
5

）

た
迷
児
を
世
話
し
、
や
が
て
そ
の
養
育
に
当
た
っ
た
の
は
、
丹
下
家
が
小
規
模
と

は
い
え
、
こ
の
地
域
の
名
望
家
で
あ
っ
た
証
左
で
あ
る
。
丹
下
家
に
現
わ
れ
た
時

の
英
亮
の
年
齢
は
必
ず
し
も
判
然
と
は
し
な
い
が
、
丹
下
氏
が
「
ち
や
う
ど
私
ら

が
役
場
に
勤
め
は
じ
め
た
と
き
」
で
「
四
十
何
年
も
前
」
だ
と
回
想
し
て
い
る
。

仮
に
作
品
発
表
の
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年
か
ら
四
十
余
年
前
と
す
れ
ば
、
英
亮

の
出
現
は
明
治
二
十
年
代
初
頭
（
明
治
二
十
四
〔
一
八
九
一
〕
年
が
四
十
年
前
に

当
た
る
）
に
想
定
で
き
よ
う
。
広
島
県
に
お
い
て
も
松
方
デ
フ
レ
以
降
、
棄
児
の

数
が
急
増
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
作
品
冒
頭
に
「
丹
下
氏
は
六

（1
6

）

十
七
歳
で
、
男
衆
は
五
十
七
歳
」
と
あ
る
か
ら
、
役
場
に
勤
め
始
め
た
丹
下
亮
太

郎
が
二
十
歳
代
前
半
、
迷
児
と
し
て
現
わ
れ
た
男
衆
は
十
数
歳
と
い
う
計
算
に
な

る
。
『
広
島
県
統
計
書
』
に
お
い
て
は
迷
児
は
棄
児
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
、
満

十
三
歳
迄
は
棄
児
養
育
米
給
与
方
の
対
象
と
し
て
養
育
米
が
支
給
さ
れ
、
養
育
米

の
支
給
対
象
か
ら
外
れ
る
と
同
時
に
定
籍
手
続
き
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
丹
下
氏
も
、
こ
の
手
続
き
を
取
っ
て
、
「
丹
下
」
と
一
字
違
い
の
「
谷
下
」

を
姓
と
し
、
「
亮
太
郎
」
の
「
亮
」
の
一
字
を
与
え
て
名
と
し
て
「
谷
下
英
亮
」

な
る
戸
籍
を
用
意
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ず
い
ぶ
ん
と
親
身
な
扱
い
で
あ
る
。

「
私
」
は
「
ど
う
し
て
男
衆
夫
婦
に
世
帯
を
持
た
し
て
や
ら
な
か
つ
た
の
か
と

丹
下
氏
に
非
難
の
質
問
」
を
す
る
の
だ
が
、
棄
児
に
「
世
帯
」
を
持
た
せ
て
や
る

と
い
う
発
想
、
ま
た
、
そ
の
当
時
経
済
的
余
裕
が
丹
下
家
に
あ
っ
た
の
か
。
作
中

に
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
英
亮
と
オ
タ
ツ
と
の
結
婚
は
作
中
現
在
か
ら
二
十
四

年
前
す
な
わ
ち
明
治
四
十
〔
一
九
〇
七
〕
年
頃
と
推
算
さ
れ
る
。
男
衆
が
丹
下
家

に
現
わ
れ
た
頃
か
ら
丹
下
氏
が
役
場
に
勤
め
始
め
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
頃
、
丹

下
家
の
経
済
的
状
況
が
苦
し
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か

ら
二
十
年
近
く
経
っ
て
も
状
況
は
好
転
せ
ず
、
丹
下
家
に
お
い
て
は
、
英
亮
に
一

家
を
構
え
さ
せ
た
り
、
使
用
人
と
し
て
オ
タ
ツ
を
迎
え
た
り
す
る
余
裕
は
失
な
わ

れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（1
7

）

四
、
〈
丹
下
氏
邸
〉
の
コ
ー
ド
、
そ
し
て
改
題

冒
頭
部
分
の
「
私
」
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
丹
下
氏
の
〈
折
檻
〉
を
前
近
代

的
で
「
苛
酷
な
刑
罰
」
と
見
る
近
代
的
倫
理
規
範
で
あ
る
。
読
者
は
一
応
そ
の

「
私
」
の
判
断
と
「
私
」
の
語
り
に
導
か
れ
て
作
品
内
世
界
を
「
の
ぞ
き
見
」
す

る
。
や
が
て
、
「
私
」
が
持
っ
て
い
た
よ
う
な
近
代
的
倫
理
規
範
が
通
用
し
な
い

人
物
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
、
〈
丹
下
氏
邸
〉
と
い
う
領
域
で
あ

る
こ
と
が
「
私
」
に
理
解
さ
れ
、
「
私
」
の
判
断
を
超
え
た
世
界
と
し
て
立
ち
上

が
っ
て
来
る
。
そ
れ
が
「
私
」
の
価
値
判
断
的
な
陳
述
の
沈
黙
を
も
た
ら
す
。

〈
丹
下
氏
邸
〉
に
生
き
る
人
々
の
間
で
は
、
そ
の
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
に
ま

で
立
ち
戻
っ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
、
定
型
的
な
〈
挨
拶
〉
が
繰
り
返
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
丹
下
氏
邸
と
い
う
領
域
を
支
配
し
て
い
る
コ
ー
ド
と
同
じ
く
、

何
の
疑
い
を
差
し
挟
む
こ
と
な
く
通
用
す
る
（
姫
谷
焼
発
掘
作
業
に
出
掛
け
よ
う

と
し
た
「
私
」
が
、
男
衆
の
呼
び
か
け
に
「
私
も
彼
等
の
風
儀
を
守
つ
て
、
こ
ん

ち
は
と
答
へ
」
た
事
実
は
既
に
「
私
」
が
そ
う
し
た
風
儀
＝
コ
ー
ド
の
内
部
に
位

置
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
だ
）
。

男
衆
は
、
丹
下
氏
に
よ
る
叱
責
→
オ
タ
キ
の
来
訪
と
い
う
体
験
を
繰
り
返
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
背
後
に
丹
下
氏
の
企
み
が
あ
る
こ
と
に
全
く
気
づ
い
て
い
な

い
。
男
衆
は
、
他
者
の
言
葉
・
行
為
を
疑
う
こ
と
な
く
受
け
容
れ
る
、
不
器
用
な
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人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
丹
下
氏
の
よ
う
に
人
間
が
演
技
を
す
る
、

「
私
」
の
よ
う
に
理
念
と
し
て
培
っ
た
概
念
装
置
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
回
路
）
を
介

…
…

し
て
状
況
を
捉
え
る

と
い
っ
た
領
域
に
男
衆
は
住
ん
で
は
い
な
い
。
言
葉
や

行
為
の
当
否
・
虚
実
あ
る
い
は
倫
理
を
問
う
と
い
う
発
想
と
男
衆
は
無
縁
で
あ
る
。

男
衆
は
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
境
遇
、
そ
し
て
、
他
者
の
言
葉
や
行
為
を
疑
う
こ

と
な
く
、
「
所
詮
」
は
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と

考
え
て
い
る
ら
し
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
研
究
で
繰
り
返
し
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
で
詳
細
は
省
く
）
。

男
衆
と
同
じ
よ
う
に
、
丹
下
氏
も
老
い
た
方
言
話
者
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か

し
、
丹
下
氏
は
男
衆
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
作
中
で
、
こ
の
〈
丹
下
氏
邸
〉
の

コ
ー
ド
に
疑
問
を
持
ち
得
る
の
は
訪
問
者
で
あ
る
「
私
」
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の

世
界
の
住
人
で
あ
る
丹
下
氏
も
、
そ
の
一
人
で
あ
る
。
丹
下
氏
は
、
「
私
」
の
抱

い
た
疑
念
・
疑
問
の
生
じ
る
所
以
も
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
こ
の
〈
丹
下
氏
邸
〉

の
領
域
で
有
効
な
の
が
近
代
的
倫
理
規
範
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
た
め
に
、

観
念
的
な
倫
理
規
範
で
は
な
く
現
実
に
有
効
な
手
段
を
選
択
す
る
し
か
な
い
（
丹

下
邸
に
暮
ら
す
男
衆
に
オ
タ
ツ
を
会
わ
せ
る
た
め
に
は
〈
折
檻
〉
が
最
も
有
効
な

の
で
あ
る
）
。
か
と
い
っ
て
、
〈
丹
下
氏
邸
〉
の
コ
ー
ド
に
従
う
こ
と
が
絶
対
的
に

正
し
い
と
も
考
え
て
は
い
な
い
。
男
衆
と
オ
タ
ツ
と
が
離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
を

「
潔
斎
し
と
る
性
根
」
な
ど
と
い
う
小
綺
麗
な
言
葉
で
封
印
し
て
し
ま
っ
て
い
た

こ
と
に
、
丹
下
氏
は
気
附
く
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
丹
下
氏
自
身
が
過

去
に
採
っ
た
措
置
も
含
め
て
、
疑
問
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
彼
を
非

難
す
る
「
私
」
の
言
葉
を
理
解
し
、
「
私
」
の
言
葉
に
一
拍
を
置
き
な
が
ら
反
応

す
る
。
ま
た
、
現
実
的
有
効
性
を
選
択
し
た
結
果
、
「
私
」
が
丹
下
氏
を
〈
誤

解
〉
し
て
し
ま
う
こ
と
（
だ
か
ら
、
様
々
な
手
段
を
講
じ
て
〈
折
檻
〉
の
背
景
を

「
私
」
に
教
え
よ
う
す
る
）
、
男
衆
を
〈
折
檻
〉
す
れ
ば
彼
に
打
撃
を
与
え
て
し

ま
う
こ
と
（
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
〈
折
檻
〉
の
内
実
は
冗
談

め
い
た
行
為
を
男
衆
に
強
い
る
に
留
ま
る
の
だ
が
）
を
理
解
し
、
男
衆
に
丹
下
氏

が
何
を
し
て
や
っ
た
か
と
自
省
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
が
丹
下
氏
像
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
検

証
し
て
き
た
よ
う
に
、
丹
下
氏
が
自
己
の
現
在
に
自
足
し
、
己
の
所
業
を
疑
う
こ

と
な
ど
つ
ゆ
知
ら
ぬ
単
純
素
朴
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
「
私
」
に
も
見
え

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
丹
下
氏
邸
を
支
え
て
い
る
の
は
、
丹
下
氏
の
知
恵
と
気
配

り
で
あ
る
わ
け
だ
。

そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
の
が
、
作
品
標
題
の
変
更
で
あ
る
。
『
改
造
』
編
輯
部

に
よ
る
原
稿
整
理
の
形
跡
が
残
る
印
刷
用
自
筆
原
稿
に
は
、
井
伏
自
身
の
手
で

「
老
僕
の
ゐ
る
風
景
」
と
書
か
れ
、
そ
の
脇
に
赤
字
で
「
一
号
」
と
号
数
指
定
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
印
刷
所
（
秀
英
舎
）
入
稿
時
に
「
老
僕
の
ゐ
る
風
景
」
の
標

題
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
校
正
の
際
に
改
題
さ
れ
た
と
判
断
す
る
の

が
穏
当
だ
ろ
う
。
こ
の
改
題
に
つ
い
て
、
松
本
武
夫
は
「
社
の
判
断
で
、
「
丹
下

氏
邸
」
と
変
更
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
」
と
言
う
。
素
朴
な
自
筆
原
稿
信
仰

（1
8

）

に
由
来
す
る
の
か
、
格
別
の
根
拠
が
あ
る
の
か
不
明
だ
が
、
出
版
者
と
の
力
関
係

が
も
た
ら
し
た
不
本
意
な
改
題
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
物
言
い
で
あ
る
。
自
筆
原

稿
と
『
改
造
』
掲
載
本
文
と
を
対
校
す
る
と
、
著
者
の
手
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
判

断
さ
れ
る
本
文
異
同
（
先
に
挙
げ
た
「
ご
隠
居
さ
ん
」
か
ら
「
村
長
さ
ん
」
へ
の

推
移
も
そ
の
例
）
が
複
数
箇
所
で
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
校
正
が
行
な
わ
れ

た
こ
と
の
明
白
な
証
拠
で
あ
る
。
当
時
『
改
造
』
編
輯
部
員
で
「
丹
下
氏
邸
」
原

稿
を
井
伏
に
依
頼
し
た
上
林
曉
が
、
実
名
小
説
「
栄
硯
」
（
『
文
芸
』
第
十
巻
第
九

号
〈
秋
の
創
作
（
実
名
小
説
）
特
集
号
〉
、
昭
和
二
十
八
〔
一
九
五
三
〕
年
九
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月
）
に
、
秀
英
舎
の
校
正
室
で
「
丹
下
氏
邸
」
の
校
正
を
す
る
井
伏
の
姿
を
書
き

と
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
周
辺
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
本
文
へ
手
が
入
れ
ら
れ
た

の
と
同
じ
よ
う
に
、
著
者
校
正
の
際
に
井
伏
自
身
の
判
断
で
標
題
も
変
更
さ
れ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
曖
昧
な
「
社
の
判
断
」
な
る
も
の
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
。

『
改
造
』
編
輯
部
へ
渡
し
た
時
点
で
は
「
老
僕
の
ゐ
る
風
景
」
を
標
題
と
す
る

こ
と
で
、
井
伏
は
、
〈
語
り
手
〉
＝
「
私
」
の
判
断
の
向
こ
う
側
に
確
然
と
存
在

す
る
世
界
を
〈
風
景
〉
と
名
附
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
標
題
は
、
作
品

末
尾

「
離
れ
」
か
ら
「
私
」
が
眺
め
た
「
谷
間
」
を
描
い
た
場
面

の
延

―
―

長
上
に
あ
っ
て
、
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
常
語
と
は
言
え
な

い
漢
語
「
老
僕
」
は
、
谷
下
英
亮
を
身
近
に
捉
え
た
本
文
の
「
男
衆
」
と
は
ず
い

ぶ
ん
印
象
の
異
な
る
、
観
念
的
な
位
相
に
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
「
風
景
」
と
は
向

こ
う
側
に
あ
っ
て
人
間
業
の
及
ば
な
い
対
象
と
し
て
自
然
の
様
相
を
捉
え
る
言
葉

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
、
対
象
（
こ
こ
で
は
作
品
世
界
）
を
、
越
え
が
た

い
距
離
の
向
こ
う
側
に
あ
る
客
体
の
位
相
で
捉
え
る
。
こ
う
し
た
複
数
の
要
素
を

含
み
込
ん
で
示
唆
に
富
ん
だ
標
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
『
改
造
』
時
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
も
踏
襲
さ
れ
て
き
た
「
丹
下
氏

邸
」
と
い
う
標
題
は
、
〈
丹
下
氏
邸
〉
と
い
う
機
構
に
着
眼
し
よ
う
と
し
た
も
の

シ
ス
テ
ム

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
丹
下
氏
邸
〉
の
世
界
は
、
〈
自
然
〉
で
も
な
け
れ
ば
〈
風

景
〉
の
領
域
に
収
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
本
稿
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
丹
下
氏
の

差
配
が
支
え
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
丹
下
氏
も
〈
丹
下
氏
邸
〉
の
論

理
に
従
っ
て
生
き
ざ
る
を
得
な
い
。
「
丹
下
氏
邸
」
な
る
標
題
は
、
丹
下
氏
を
も

包
含
し
て
動
く
、
こ
う
い
う
機
構
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
選
択
さ
れ
た
の

シ
ス
テ
ム

で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
稿
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
丹
下
氏
の
在
り
方
を
示
唆
す

る
方
向
に
、
標
題
は
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
藤
森
清
「
『
丹
下
氏
邸
』
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
九
巻
第
六
号
、
一
九
九
四
年
六

月
）
。

（
２
）
新
城
郁
夫
「
井
伏
鱒
二
「
丹
下
氏
邸
」
論
」（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
七
十
三
号
、

一
九
九
四
年
十
二
月
）
。

（
３
）
鄭
寶
賢
「
井
伏
鱒
二
「
丹
下
氏
邸
」

論
物
語
を
統
御
す
る
存
在

」
（
『
日

―
―

本
語
と
文
学
』
第
五
十
一
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
）
、
申
鉉
泰
「
井
伏
鱒

二
論

語
り
手
「
私
」
の
克
服
と
新
た
な
誕
生

」
（
『
日
本
研
究
』
第
三
十

―
―

七
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）
な
ど
（
い
ず
れ
もK

o
r
e
a

C
i
t
a
t
i
o
n

I
n
d
e
x

〔h
t
t
p
s

:
/
/
w
w
w
.
k
c
i
.
g
o
.
k
r
/
k
c
i
p
o
r
t
a
l
/
m
a
i
n
.
k
c
i

〕
の
検
索
に
拠
る
）
も
、
〈
語
り

手
〉
「
私
」
の
分
析
に
主
眼
を
置
い
た
論
考
で
あ
る
。
な
お
、
申
は
、
冒
頭
〈
折

檻
〉
の
場
面
で
、
「
私
」
が
「
過
剰
反
応
」
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
４
）
熊
谷
孝
『
井
伏
鱒
二
〈
講
演
と
対
談
〉
』
（
鳩
の
森
書
房
、
一
九
七
八
年
七
月
、
98

頁
）
。
井
筒
満
「
丹
下
氏
邸
」
（
文
学
教
育
研
究
者
集
団
著
・
熊
谷
孝
編
『
井
伏
文

学
手
帖
』
み
ず
ち
書
房
、
一
九
八
四
年
七
月
）
も
熊
谷
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

（
５
）
前
掲
注
４
熊
谷
著
、

頁
。

99

（
６
）
伊
藤
眞
一
郎
「
「
丹
下
氏
邸
」
考
」
（
磯
貝
英
夫
編
『
井
伏
鱒
二
研
究
』
渓
水
社
、
一

九
八
四
年
七
月
、

頁
）
。

255

（
７
）
熊
谷
注
４
熊
谷
著
、

頁
。

103

（
８
）
前
掲
注
６
、

頁
。

258

（
９
）
前
掲
注
４
井
筒
論
文
、

頁
。

40

（

）
寺
横
武
夫
「
井
伏
鱒
二
の
原
風
景
」
（
東
郷
克
美
・
寺
横
武
夫
編
『
井
伏
鱒
二

10

―
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昭
和
作
家
の
ク
ロ
ノ
ト
ポ
ス

』
双
文
社
出
版
、
一
九
九
六
年
六
月
）
が
指
摘

―

し
た
よ
う
に
、
井
伏
の
手
に
よ
っ
て
祖
父
・
民
左
衛
門
は
骨
董
好
き
の
頑
迷
な
老

人
と
し
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
、
「
在
村
知
識
人
」
と
し
て
の
一
面
が
取
り
零
さ
れ

て
き
た
（

頁
～

頁
）
。
寺
横
が
引
く
有
元
正
雄
・
頼
祺
一
ほ
か
『
明
治
期
地
方

17

19

啓
蒙
思
想
家
の
研
究

窪
田
次
郎
の
思
想
と
行
動

』
（
渓
水
社
、
一
九
八

―
―

一
年
三
月
）
に
民
左
衛
門
関
係
資
料
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
井
伏
鱒
二
没
後
29

年

鱒
二
忌
」
に
お
け
る
講
演
・
世
良
正
文
「
井
伏
家
と
粟
根
文
化
圏
」
（
二
〇
二

二
年
七
月
九
日
、
於
ふ
く
や
ま
文
学
館
）
で
も
、
粟
根
に
お
け
る
民
左
衛
門
た
ち

の
活
動
が
知
ら
れ
る
新
資
料
（
世
良
家
旧
蔵
、
ふ
く
や
ま
文
学
館
へ
寄
贈
）
が
紹

介
さ
れ
た
。

（

）
自
筆
原
稿
（

枚
目
）
・
初
出
『
改
造
』
（

頁
上
段
）
か
ら
『
井
伏
鱒
二
全
集
』

11

23

54

〈
増
補
版
〉
第
一
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
三
月
、

頁
）
・
『
井
伏
鱒
二
自

135

選
全
集
』
第
一
巻
（
新
潮
社
、
一
九
八
五
年
十
月
、

頁
）
ま
で
一
貫
し
て
「
坂、

83

谷
朗
蘆
」
と
表
記
す
る
が
、
「
阪
谷
朗
廬
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
か
。
「
蘆
」
は
植

、

、

、

物
の
「
あ
し
」
の
こ
と
で
、
「
廬
」
は
建
物
の
「
い
お
り
・
い
え
」
を
指
す
別
字
。

阪
谷
朗
廬
（
一
八
二
二
〔
文
政
五
〕
年
～
一
八
八
一
〔
明
治
十
四
〕
年
）
は
一
八

五
三
〔
嘉
永
六
〕
年
十
月
備
中
後
月
郡
西
江
原
村
字
寺
戸
（
現
・
井
原
市
西
江
原

町
）
に
開
か
れ
た
興
譲
館
の
初
代
館
長
で
あ
っ
た
が
、
明
治
元
〔
一
八
六
八
〕
年

十
月
に
広
島
藩
の
招
聘
に
応
じ
、
甥
の
坂
田
警
軒
が
後
継
者
に
な
っ
て
い
る
（
山

田
芳
則
「
幕
末
・
明
治
期
の
興
譲
館
」
『
吉
備
地
方
文
化
研
究
』
第
十
四
号
、
二
〇

〇
四
年
三
月
、

頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
作
中
で
六
十
七
歳
と
設
定
さ
れ
た
丹
下
亮

80

太
郎
（
作
品
発
表
の
昭
和
六
年
に
数
え
年
齢
と
す
れ
ば
慶
応
元
〔
一
八
六
五
〕
年

生
ま
れ
）
が
、
実
在
す
る
興
譲
館
で
朗
廬
に
師
事
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
井
伏
は

「
故
中
島
直
人
と
タ
メ
カ
ネ
入
道
」
（
『
都
新
聞
』
昭
和
十
六
年
十
月
二
十
八
日
～

三
十
日
）
で
、
「
朗
蘆
先
生
と
い
ふ
の
は
私
の
郷
土
の
地
方
で
は
有
名
な
昔
の
学
者

マ
マ

で
あ
る
。
坂
谷
朗
蘆
と
い
ひ
、
山
間
の
風
景
の
い
い
と
こ
ろ
に
塾
を
開
い
て
近
在

マ
マ

マ
マ

の
子
弟
を
薫
陶
し
て
ゐ
た
人
で
あ
る
。
〔
略
〕
そ
の
遺
聞
逸
事
は
私
も
子
供
の
と
き

話
に
き
い
て
知
つ
て
ゐ
る
。
」
（
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九

七
年
七
月
、

頁
）
と
記
し
て
い
る
。
な
お
、
印
刷
に
供
さ
れ
た
自
筆
原
稿
の
冒

497

頭
を
含
む
三
枚
ほ
ど
が
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
別
冊
』
〈
井
伏
鱒
二
の
世
界
〉
（
朝
日
新

聞
社
、
一
九
九
二
年
六
月
、

頁
）
に
カ
ラ
ー
版
で
掲
載
さ
れ
、
全
文
を
モ
ノ
ク

132

ロ
写
真
版
で
収
め
た
『
井
伏
鱒
二
著

丹
下
氏
邸
』
〈
ふ
く
や
ま
文
学
館
所
蔵
資
料

シ
リ
ー
ズ
『
福
山
の
文
学
』
第
二
集
〉
（
ふ
く
や
ま
文
学
館
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
自
筆
原
稿
か
ら
の
引
用
は
右
の
い
ず
れ
か
の
写
真

版
に
拠
っ
た
。

（

）
無
給
の
名
誉
職
と
さ
れ
た
町
村
長
と
違
っ
て
「
旧
町
村
制
」
（
明
治
二
十
一
年
四
月

12

十
七
日
法
律
第
一
号
）
や
「
改
正
町
村
制
」
（
明
治
四
十
四
年
四
月
六
日
法
律
第
六

十
九
号
）
で
も
、
収
入
役
は
有
給
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
町
村
長
に
関
し
て
は
、

石
川
一
三
夫
『
近
代
日
本
の
名
望
家
と
自
治

名
誉
職
制
度
の
法
社
会
史
的
研

―

究

』
（
木
鐸
社
、
一
九
八
九
年
七
月
第
二
刷
。
第
一
刷
は
一
九
八
七
年
十
二

―月
）
第
六
章
・
第
七
章
に
、
名
誉
職
で
あ
る
が
ゆ
え
に
実
務
に
疎
か
っ
た
り
、
役

場
へ
の
出
勤
が
滞
り
が
ち
で
あ
っ
た
り
し
た
事
例
や
、
就
任
そ
の
も
の
を
忌
避
し

た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
「
姫
谷
村
四
川
村
芋
原
村
三
箇
村
聯
合
組
合
村
役

場
」
は
実
在
し
た
行
政
組
織
で
は
な
い
。
姫
谷
・
四
川
・
芋
原
の
地
名
は
井
伏
生

家
近
在
の
字
名
で
、
そ
れ
を
使
っ
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
明
治
二
十
一
年
以
降
の

広
島
県
統
計
書
（h

t
t
p
:
/
/
d
b
1
.
p
r
e
f
.
h
i
r
o
s
h
i
m
a
.
j
p
/
F
o
l
d
e
r
0
1
/
F
r
a
m
e
0
1
.
h
t
m

、

二
〇
二
二
年
三
月
二
十
二
日
確
認
）
か
ら
は
、
安
那
郡
下
十
五
箇
村
の
内
、
八
尋

村
・
上
竹
田
村
・
下
竹
田
村
で
一
つ
の
連
合
村
役
場
を
置
き
、
下
賀
茂
村
（
下
加
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茂
村
）
・
法
成
寺
村
で
も
一
つ
の
連
合
村
役
場
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
小

規
模
の
村
を
併
せ
て
連
合
村
役
場
を
置
い
た
の
だ
が
、
井
伏
は
、
こ
う
し
た
生
家

近
在
の
連
合
村
役
場
設
置
の
実
例
を
踏
ま
え
て
、
丹
下
氏
が
暮
ら
す
の
が
規
模
の

小
さ
な
集
落
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
意
図
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

（

）
東
郷
克
美
は
、
「
丹
下
氏
邸
」
の
「
私
」
は
「
作
中
の
ド
ラ
マ
に
お
い
て
何
ら
積
極

13

的
な
役
割
を
演
じ
な
い
」
（
「
「
く
つ
た
く
」
し
た
「
夜
更
け
」
の
物
語

「
文
学

―

青
年
窶
れ
」
の
時
代

」
『
井
伏
鱒
二
と
い
う
姿
勢
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
二

―

年
十
一
月
、

頁
。
初
出
は
『
成
城
国
文
学
論
集
』
第
十
三
輯
、
一
九
八
一
年
三

70

月
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
前
掲
注
６
、

頁
。

14

259

（

）
細
井
勇
「
近
世
の
公
的
救
済
と
近
代
的
慈
善
事
業
の
特
質
に
つ
い
て

棄
児
養

15

―

育
米
制
度
に
注
目
し
て

」
（
『
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
』
第
五
十
五
号
、

―

二
〇
〇
六
年
十
二
月
、

頁
）
。
棄
児
や
そ
の
救
済
策
に
つ
い
て
は
、
宇
都
栄
子

137

「
児
童
養
育
保
護
政
策
に
お
け
る
棄
児
取
扱
に
つ
い
て

明
治
二
一
年
～
二
七

―

年
の
先
例

」
（
『
日
本
女
子
大
学
紀
要
』
〈
文
学
部
〉
第
二
十
三
号
、
一
九
七
四

―

年
三
月
）
、
大
友
昌
子
「
明
治
自
治
制
度
の
成
立
と
救
貧
行
財
政
」
（
『
日
本
女
子
大

学
紀
要
』
〈
文
学
部
〉
第
三
十
一
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）
等
を
参
照
し
た
。

（

）
『
広
島
県
統
計
書
』
の
「
慈
恵
及
褒
賞
」
か
ら
「
棄
児
」
（
棄
児
養
育
米
給
与
方
の
支

16

給
対
象
）
の
数
値
を
抽
出
し
た
の
が
表
１
で
、
明
治
二
十
年
代
初
頭
か
ら
急
増
し

て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、
同
統
計
書
か
ら
、
警
察
で
保
護
あ
る
い
は

把
握
し
た
棄
児
・
迷
児
の
数
値
を
抜
き
出
せ
ば
表
２
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
や
は
り
、

明
治
二
十
年
代
初
頭
か
ら
棄
児
が
格
段
に
増
加
し
て
い
る
。

（

）
収
入
役
の
報
酬
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
英
亮
と
オ
タ
ツ
が
結
婚
し
た
時
期
と
重
な
る
明

17

治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
頃
の
岡
山
県
下
の
資
料
が
あ
る
。
岡
山
県
都
窪
郡
福
田

村
（
現
・
岡
山
市
）
の
明
治
四
十
一
年
度
「
村
費
の
推
移
（
歳
出
入
）
」
で
、
こ
れ

に
拠
れ
ば
、
同
村
の
収
入
役
月
俸
は
十
一
円
、
尋
常
小
学
校
正
教
員
月
俸
十
四
円

五
十
銭
、
専
科
正
教
員
月
俸
十
円
で
あ
る
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
s
a
h
i
-
n
e
t
.
o
r
.
j
p
/
~
w

j
8
t
-
o
k
m
t
/
0
0
9
-
0
9
s
a
n
g
y
o
u
f
m
i
g
i
s
o
n
h
i
.
h
t
m

、
二
〇
二
二
年
三
月
二
十
二
日
確

認
）
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
表
３
と
し
て
掲
げ
た
「
個
人
の
財
産
及
生
活
」
と
題
す

る
表
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
、
収
入
役
の
報
酬
は
「
下
等
生
活
」
の
年
経
費
と
同
じ

程
度
で
し
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
「
丹
下
氏
邸
」
発
表
当
時
、
『
広
島
県

統
計
書
』
〈
昭
和
七
〔
一
九
三
二
〕
年
〉
の
「
町
村
吏
員
」
に
拠
れ
ば
、
広
島
県
下

の
市
町
村
の
収
入
役
の
年
収
は
昭
和
四
〔
一
九
二
九
〕
年
～
昭
和
六
〔
一
九
三

年 棄児 迷児

明治12年 4 153

明治13年 1 106

明治14年 2 89

明治15年 3 93

明治16年 4 126

明治17年 12 117

明治18年 13 215

明治19年 14 158

明治20年 25 268

明治21年 24 291

明治22年 38 223

明治23年 17 201

明治24年 14 281

明治25年 18 220

明治26年 9 244

明治27年 14 260

明治28年 19 244

明治29年 10 285

明治30年 7 333

表２ 棄児・迷児の推移

年 棄児の数

明治16年 15

明治17年 16

明治18年 26

明治19年 26

明治20年 41

明治21年 44

明治22年 44

明治23年 47

明治24年 42

明治25年 41

明治26年 35

明治27年 37

明治28年 27

明治29年 40

明治30年 35

表１ 養育米支給対象
の推移
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一
〕
年
に
お
い
て
四
〇
〇
円
前
後
で
、
深
安
郡
下
で
は
昭
和
六
〔
一
九
三
一
〕
年

で
は
平
均
五
一
三
円
で
あ
る
（
町
村
組
合
吏
員
の
場
合
は
平
均
は
五
〇
四
円
）
。
週

刊
朝
日
編
『
値
段
の

風
俗
史
』
上
（
朝
日

文
庫
、
一
九
八
七
年

三
月
）
で
は
、
内
閣

総
理
大
臣
の
月
棒

（
昭
和
六
年
）
八
〇

〇
円
（

頁
）
、
巡

565

査
の
初
任
給
・
月
棒

（
大
正
九
年
～
昭
和

十
九
年
）
四
十
五
円

（

頁
）
、
公
務
員

571
の
初
任
給
・
月
棒

（
大
正
十
五
年
～
昭
和
十
二
年
）
七
十
五
円
（

頁
）
で
あ
る
。
先
述
し
た
広
島

583

県
下
の
収
入
役
の
報
酬
は
月
額
に
す
れ
ば
三
十
三
円
～
四
十
二
円
程
度
で
あ
っ
て
、

『
値
段
の
風
俗
史
』
が
掲
げ
る
小
学
校
教
員
初
任
給
・
月
俸
（
昭
和
六
年
）
四
十

五
円
～
五
十
五
円
（

頁
）
に
も
及
ば
な
い
。
な
お
、
注
３
に
引
い
た
申
は
男
衆

577

に
世
帯
を
持
た
せ
な
か
っ
た
の
は
「
エ
イ
の
知
的
能
力
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
で

は
な
い
か
」
（

頁
）
と
推
測
し
て
い
る
。

245

（

）
松
本
武
夫
「
「
丹
下
氏
邸
」
校
異
・
書
誌
」
（
『
井
伏
鱒
二
「
宿
縁
」
へ
の
眼
差
』
東

18

京
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
十
月
、

頁
）
。

207

＊
本
稿
はJ

S
P
S

科
研
費

J
P
2
0
K
0
0
3
3
1

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　12戸 村等級　1等乃至５等

　258戸 村等級　６等乃至18等

　259戸 村等級　19等乃至23等

表３ 個人の財産及生活

上等生活

中等生活

下等生活

　１戸１ヶ所年経費金約130円以上

　財産１戸平均35,000円

　１戸１ヶ所年経費金約1,250円

　財産１戸平均1,000円以上

 １戸１ヶ所年経費金約470円

　財産ナシ

　労働生活

（
ま
え
だ

さ
だ
あ
き
、
兵
庫
教
育
大
学
名
誉
教
授
）
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